
令和６年度  公表　　

令和５年度の人事行政の運営等について、次の項目に整理し公表します。

① 職員の任免及び職員数に関する状況

② 職員の競争試験及び選考の状況

③ 職員の給与の状況(別紙３）

④ 職員の定員管理の状況（別紙３）

⑤ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

⑥ 職員の分限及び懲戒処分の状況

⑦ 職員の服務の状況

⑧ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

⑨ 職員の福祉及び利益の保護の状況



①職員の任免及び職員数に関する状況
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＊佐久広域連合[３人]、浅麓環境施設組合(一部事務組合）[１人]、水みらい小諸[4人]への派遣者は含みません。
＊特別職は含みません。
＊主査以上は一般行政職へ含まれます。（保健師、保育士は係長から）

注）１　各年における総務省の定員管理調査において報告した部門別職員数です。
　　２　平成26年までは教育長を含みます。
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（１）職員の採用・退職の状況（令和５年４月２日　～　令和６年４月１日）
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②職員の競争試験及び選考の状況
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※ 合格者には補欠合格を含む
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競争率（A/B)

-行政Ⅶ 0 0

（2）選考採用の実施状況（令和５年度実施）

36

（１）採用試験の実施状況（令和５年度実施）

-

4

試　験　区　分 受験者数（A) 合格者数（B)

行政Ⅱ

0

行政Ⅰ 0 0

3.2合計

土木Ⅰ

76 24

保健師Ⅰ

0 0 -

行政Ⅲ 22 5 4.4

行政Ⅳ 0

土木Ⅱ 0 0 -

土木Ⅲ 0 0 -

1.0

保健師Ⅱ 1 1 1.0

土木Ⅳ 0 0 -

1 4.0

保育士Ⅰ

保育士Ⅱ

7 4 1.8

5 2 2.5

◎令和５年度中の退職者は10人、令和６年４月１日には18人が新規採用されました。
また、長野県より職員１名を派遣されていることから昨年度に比べ合計９名の職員数の増

となり、市長・副市長・教育長を除く職員数は332人（会計年度任用職員除く）となっています。

◎令和5年度より施行された定年延長制度により、60歳以上職員の役割の明確等を行い、適
正な人員配置に努めます。



⑤ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

＊学校における勤務時間、休憩時間及び休息時間については、校長が別に定めています。

ア　休暇の取得状況

イ　休業の取得状況

人 人 人

人 人 人

人 人 人
＊前年度から引き続いて休業している職員を含みます。

エ　時間外（超過）勤務の状況

＊休日勤務を含む。

0
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女

計
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113.5%

育児休業・
部分休業

療養休暇
（連続30日以上）

延取得者数

5 人

育児休業
取得者数

（１）勤務時間の状況　（令和５年４月１日現在）

1週間の
勤務時間

区分

　休暇は有給休暇と無給休暇に分かれ、有給休暇には事由を限らない年次休暇と、結婚、忌引、ボラン
ティア活動など特定の事由に基づいて認められる特別休暇等があります。
　休業は比較的長期に渡って勤務を免除するもので、育児や介護のための休業があり、いずれも無給と
なります。

日
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全対象職員数 平均取得日数

（２）休暇及び休業の状況

17時15分 12時00分～13時00分

年次休暇

一般行政
教育行政
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　令和５年度中に新たに
　育児休業が取得可能と

　なった職員

11,818

消化率

日 日 304 人

（年間を通じて勤務した職員を対象としています。育休者、途中退職等の職員は含みません。）
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⑥ 職員の分限及び懲戒処分の状況

ア　分限処分数

＊同一人が複数にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

＊休職の期間が更新された場合は、その都度新たな処分が行なわれたものとみなして計上しています。

イ　懲戒処分数

＊同一人が複数にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。
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職務上の義務に違反し又は
職務を怠った場合

地公法第29条第1項第2号 0 0

0 0 0 0法令に違反した場合 地公法第29条第1項第1号 0 0
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計
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少により廃職、過員を生じた
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た場合

地公法第28条第1項第3号

地公法第28条第1項第4号
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0

地公法第28条第1項第2号
           第2項第1号

地公法第28条第2項第2号

0

分限の種類・処分事由 降任 免職 休職 降給

0勤務実績が良くない場合 地公法第28条第1項第1号 0 0

　分限処分は、一定の事由がある場合に、職員の意に反して行われる不利益処分であり、公務の能力維
持及び適正運営確保のために行われるのもです。
　懲戒処分は、一定の義務違反や公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を問う不利
益処分であり、公務における規律と秩序の維持のために行なわれるものです。

（１）分限及び懲戒処分の状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）



⑦ 職員の服務の状況

ア　職員の服務違反

イ　営利企業等の従事許可

乳幼児身体発育調査　調査員

（１）服務の状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、
全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
　この服務上の根本基準を基に、職員には多くの義務や制限が課せられています。

秘密を守る義務違反

内容

営利企業等の従事制限違
反

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の不良等

処分等者数

職員は、職務を遂行するに当たって、法令・条例等及び上司の職務命令に従わ
なければならない。 0

0

0

区分

法令等及び上司の職務上
の命令に従う義務違反

信用失墜行為の禁止違反

0
0

職員は、ストライキ、サボタージュ等の争議行為又は怠業的行為をしてはなら
ない。

職員は、任命件者の許可がある場合を除き、営利を目的とする会社その他の役
員を兼ね、又は自ら私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事務事業にも従事
してはならない。

0

0

0

（人）

許可件数 主な従事内容

0

1

職員は、法令・条例に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中、職務上の注
意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなければならない。

職員（企業職員の一部を除く）は、政治活動等の一定の政治的行為をしてはな
らない。

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為
をしてはならない。

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様
である。

職務に専念する義務違反

政治的行為の制限違反

その他（上記に属さない職務上の非違行為）

争議行為等の禁止違反

0
公職選挙法違反



⑧ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

区　分 研  修  対  象 研　　　修　　　内　　　容 研　修　期　間 人員

新任係長 新任管理監督職研修「目標設定訓練」 4月21日 5

新規採用職員 新任職員等　人事評価制度説明会 5月1日 13

新任係長・管理監督職 評価者訓練（基礎コース） 8月10日 20

38

新規採用職員 新規採用職員研修 4月11日 10

新規採用職員 新規採用職員（前期）研修 5月11日・12日 10

全正規職員 長野県市町村職員研修センター出前研修「公務員倫理と使命研修」 5月16日 232

新規採用職員 新入職員人権同和教育研修会 5月23日・6月8日 10

入庁15年目の職員 中堅職員研修 6月1日 7

新任係長 部下育成支援のコミュニケーション研修 6月29日 2

新規採用職員 市長による新規採用職員研修 7月4日 10

課長補佐 課長補佐研修 7月7日 8

係長級女性職員 女性職員リーダー研修 7月12日 2

新任係長 係長研修 7月20日 4

新規採用職員 新規採用職員（後期）研修 9月4日・5日 10

入庁5・6年目の職員 一般職員研修 9月19日・10月5日 7

全正規職員 職員人権研修会「性的マイノリティへの理解と人権について」 10月25日 247

部長・課長相当職 部課長研修 11月14日 16

新規採用職員 新規採用職員基礎研修 11月15日・16日 10

文書管理責任者・実務担当者等 ファイリング・システム及び年度切替作業説明会 2月6日 55

新任係長 新任係長会計処理事務研修 2月19日 5

新規採用予定者 入庁前オリエンテーション 3月13日・3月14日 18

663

担当職員（財政課） エネルギー管理講習 6月21日 1

担当職員（建設課） 土木一般研修　基礎（技術Ⅰ）講座 6月9日 1

担当職員（建設課） 土木一般研修　基礎（技術Ⅱ）講座 6月16日 1

担当職員（農林課・上水道課） 土木専門研修　土質の基礎 7月7日 2

担当職員（建設課） 土木専門研修　盛土・擁壁工 8月22日 1

担当職員（建設課） 土木専門研修　道路舗装 9月20日 1

担当職員（上水道課） 土木一般研修　中級（全般）講座 10月27日 1

担当職員（建設課） 土木専門研修　ICT活用工事とBIM/CIM 11月2日 1

担当職員（建設課） 土木一般研修　中級（技術Ⅱ）講座 11月28日 1

担当職員（議会事務局） 議会事務研修 5月19日 5

担当職員（税務課） 税務職員初任者研修 6月13日・14日 4

担当職員（会計課） 会計事務研修 6月15日 1

受講希望職員 ヘビー・クレーム対応力向上研修 6月20日 3

担当職員（監査委員事務局） 監査事務研修 6月27日 1

受講希望職員 法制執務研修 7月4日・5日 3

担当職員（財政課） 財政事務研修 8月3日・4日 1

担当職員（上水道課・下水道課） 債権管理事務研修 8月8日・9日 3

担当職員（総務部課長・係長） 幹部向けDXの推進研修 8月24日 8

（１）職員研修の実績（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）
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担当職員（財政課・上水道課・下水道課） 財務諸表研修 8月30日 3

担当職員（総務課） 人事・給与初任者管理事務研修 8月31日 1

受講希望職員 コンプライアンス研修 9月8日 13

受講希望職員 カウンセリング・マインド研修 9月15日 2

受講希望職員 文書作成力向上研修 9月20日 1

受講希望職員 ファシリテーション研修 9月22日 1

受講希望職員 法制執務（応用）研修 10月16日・17日 2

受講希望職員 レジリエンス研修 10月18日 1

受講希望職員 パワーポイントを活用した資料づくり研修 11月7日 2

担当職員（税務課） 住民税事務研修 11月8日 2

担当職員（税務課） 税務管理・徴収事務研修 11月10日 2

担当職員（総務課） 職場のメンタルヘルス基礎研修 2月8日 2

担当職員（総務課） 事例から考える職場のハラスメント問題とその対策 3月6日 2

73

受講希望職員 佐久地域定住自立圏人材育成部会合同事業「働き方改善研修」 10月27日 3

受講希望職員 佐久地域定住自立圏人材育成部会合同事業「業務改善研修」 11月29日 3

各課割当参加 佐久広域連合「時局講演会」 1月26日 23

第１部：一般職員　第２部：管理監督職 佐久広域連合市町村職員人材育成事業「メンタルヘルス研修」 2月8日 6

受講希望職員 DX人材育成研修 1月17日 22

受講希望職員 ホームページCMS操作研修 1月18日・19日 10

受講希望職員 情報セキュリティ研修 1月24日・26日 324

391

（２）勤務成績の評定の状況

平成22年度より全職員に勤務評定を実施しています。
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⑨ 職員の福祉及び利益の保護の状況

定期健康診断

(健康スクリーニング・人間ドック等)

胸部らせんＣＴ検診

結核・肺がん検診

胃検診

乳房検診

子宮頚部がん検診

人間ドック

　職員が心身ともに健康で働けるよう、福利厚生事業を実施しています。

人

人

人

人

人

人

人

人
＊死亡事案の件数は内数です。
＊公務外・通勤災害非該当は含みません。

※小諸市等公平委員会より

対象者

40歳以上（希望者）

全職員

30歳以上（希望者）

40歳以上（偶数年齢希望者）

20歳以上（偶数年齢希望者）

30歳以上（希望者）

0

0 0 0

0

00 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

その他

0

0

0

0
不服申立て

その他

措置請求

分限処分

給与

勤務時間・休暇

懲戒処分

転任

前年度
未処理件数

（４）措置請求、不服申立ての状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

区分
要求及び
申立て件数

処理件数
今年度

未処理件数

通勤災害
0

（死亡） 0

合計
1

（死亡） 0

千円

職員数

3,844

負傷

（死亡）

（３）公務災害の認定状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

　職員の公務上の災害又は通勤による災害防止に努めるとともに、被災した職員に対して補償を
行なっています。

区分

1

0

検診名

126

千円

2,563 千円

215

（２）小諸市職員共済会の掛金・補助金（令和５年度決算数値より）

人330

64

公務災害
0

0

疾病

（死亡）

補助対象会員数

厚生事業分担金

会員掛金（0.2%）

助成金（公費補助率50％）

292 人

29

85

73

受診者数

（１）健康診断等の実施状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

　職員の健康管理のための各種健康診断を実施するとともに職員の心の健康づくりのためのメン
タルヘルス事業も実施しています。

16
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別紙３  

小諸市の給与・定員管理等の状況について  

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

住民基本台

帳人口  

（令和 6年 1

月 1日）  

歳  出  額  

Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 )前年

度の人件費

率  

R5年度  
人  

41,521 

千円  

18,947,617 

千円  

751,152 

千円  

2,935,261 

％  

15.5 

％  

15.9 

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区分  

 

職員

数  

Ａ  

給      与      費  (参考 )一

人当たり

給与費  

Ｂ／Ａ  

(参 考 )県

平 均 一 人

当 た り 給

与 費  

給   料  職員手当    
期末･勤勉  

手当  

計   

Ｂ  

R5 

年度  

  人  

3 0 3  

    千円  

1 , 0 6 5 , 8 9 0  

    千円  

1 6 4 , 2 1 7  

      千円  

4 2 2 , 7 5 8  

 千円  

1 , 6 5 2 , 8 6 5  

千円  

5,455 

   千円  

6， 672 

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数については、令和６年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間職員（再任

用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

れているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。  

 

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 
（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。  

※  各年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３

年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み  
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 (4) 給与改定の状況  

    ①月例給  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告（長野県）  
 

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定

率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

R5年度  
円  

3 7 5 , 7 4 8  

円  

3 7 4 , 8 6 8  

2 , 8 8 0円  

（ 0.77％）  

％  

0 . 7 7  

％  

0 . 7 7  

 

 

％  

1.10 

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレ

ス比較した平均給与月額である。     

 

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告（長野県）   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合    Ａ  

公務員の  

支給月数  Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数） 

R5年度  
月  

4 . 4 9  

月  

4 . 4 0  

月  

0 . 0 9  

月  

0 .１  

月  

4 . 5 0  

 

 

月  

4.50 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支

給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。  

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未

実施の場合には、その理由））  

 

 

 

 給料表の水準の引下げの際に講じることとした経過措置については、県や近隣自治体の

動向や経過措置の対象者数の推移等を踏まえ、平成 30 年 3 月 31 日をもって廃止。（現給

保障等）  

 55 歳を超える職員に対する給料等の 0.5％の減額支給措置については、経過措置の終了

にあわせて、平成 30 年 3 月 31 日をもって廃止。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及

び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  
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②地域手当の見直し     

※支給対象地域外です。  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

 

③その他の見直し内容  

 

 

 

(6)特記事項  

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

（令和６年４月１日現在）  

①  一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  
平均給与月額  

(国比較ベース ) 

小諸市  44.0歳  321,164円  370,379円  334,340円  

長野県  45.0歳  328,645円  395,342円  361,580円  

国  42.4歳  322,487円  - 404,015円  

類似団体  42.5歳  315,462円  375,268円  341,024円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給割合）【記入例】国基準●％に対し、△△市においても●％を支給。  

（実施時期）【記入例】平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げること

とし、平成２７年４月１日時点は１％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し２％、平成

２８年４月１日時点は３％を支給。  

（参考）  

 令和◯年度

の支給割合  

令和◯年度の支給割合  
令和◯年度の支給割合  

4 月 1 日時点  遡及改定後  

国 基 準 に よ る 支 給

割合  
０％  ０％  ０％  ０％  

△△市の支給割合  ０％  ０％  ０％  ０％  
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②  技能労務職   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額   

○○市          歳  円            円 

○○県          歳  円            円 

類似団体          歳  円            円 

    

 ④○○職  

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

○○市          歳  円  円  円  

○○県          歳  円  円  円  

     

国          歳  円   ―  円  

 類似団体          歳  円  円  円  

（注）１  「平均給料月額」とは、○年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査におい

て明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 

参考

人

人

人

人

人

人

人

千円 千円

千円 千円

（注） 1 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

（令和2年から4年の3か年平均）

2 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点

において完全に一致しているものではありません。

3 公務員及び民間の年収データは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員に

おいては、前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間

賞与の額を加えた試算値です。

小諸市（給食） 5,672.0 3,356.1 1.69

―
3 316,900 329,267 326,262 -

― 歳
百円

―
-

― ― 歳
百円

139
11 344,982 354,073

―
1,941 286,942 - 329,178

うち
その他

歳
円 円 円

51.2 歳
円 円 円

うち
学校給食員

54.66 歳
円 円 円

区　分

国

長野県 57.1 歳
円 円 円

うち
清掃職員

52.98 歳

公務員

153
2 354,500 370,469 360,450 2,417

354,073 2,546

―
-

円 円 円 他に分類されない運
搬・清掃・梱包等従

事者

Ａ/Ｂ

小諸市 54.64 歳
円 円 円

- ― 歳
百円

―
13 346,466 356,595 355,054 -

民間(2-4賃金センサス）

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

(A)
平均給与月額
(国ベース）

― ― 歳
百円

対応する民間の
類似職種

平均年齢
平均給与月額

(B)

百円

百円

49.1 歳

調理従事者 44.4 歳

百円
―

11 308,041 334,099 319,891 -
類似団体 52.2 歳

円 円 円
― ― 歳

C/D

参考

年収ベース（試算値）の比較

1.87

区分

小諸市（清掃） 6,075.0

公務員（C）

3,253.9

民間（D)
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 (2) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）  

区     分  小諸市  長野県  国    

  

  

  

  

  

  

  

  

一般行政職  
大  学  卒  200,400円   195,800円   185,200円   

高  校  卒       170,200円   162,300円         154,600円   

技能労務職  
高  校  卒       －       円             157,800円             －   

中  学  卒   －  円               －               －   

教  育  職  
大  学  卒              円               －               －   

高  校  卒              円               －               －   

○  ○  職  
大  学  卒              円               －               －   

高  校  卒              円               －               －   

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒  262,250円  341,486円  392,700円  381,900円  

高  校  卒  231,700円  319,800円  344,700円  381,933円  

技能労務職  
高  校  卒  －    円  －    円  －    円  349,100円  

中  学  卒  －    円  －    円  －    円  －    円  

教  育  職  
大  学  卒  円  円  円  円  

高  校  卒  円  円  円  円  

○  ○  職  

大  学  卒  円  円  円  円  

高  校  卒               

円  

             

円  

             

円  

             

円  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の  

給料月額  

最高号給の  

給料月額  

７級  
１  部 長 の 職 務  
２  参 事 の 職 務  

8人  2 . 4％  370,800円  454,600円  

６級  
１  課 長 の 職 務  
２  主 幹 の 職 務  

2 0人  6 . 0％  326,100円  419,100円  

５級  １  課 長 補 佐 の 職 務  2 2人  6 . 6％  297,000円  401,600円  

４級  
１  係 長 の 職 務  
２  主 査 の 職 務  

7 6人  2 2 . 9％  271,800円  392,600円  

３級  主 任 の 職 務  1 3 7人  4 1 . 3％  239,500円  357,600円  

２級  
知 識 又 は 経 験 を 必 要 と
す る 業 務 を 行 う 職 務  

3 1人  9 . 3％  202,800円  310,800円  

１ 級  
定 型 的 な 業 務 を 行 う 職
種  

3 8人  1 1 . 4％  153,300円  253,000円  

  （ 注）１  小諸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、小諸市の給与条例別表第 2 に記載する職務である。  
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（ 2） 国 と の 給 料 表 カ ー ブ 比 較 表 （ 行 政 職 （ 一 ） ）  

 

  

(3) 昇給への人事評価の活用（小諸市）  

令和４年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ  人事評価を実施した  〇  〇  

 活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

 

上位、標準、下位の成績率  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の成績率  
 

 
 

 

標準、下位の成績率  
 

 
 

 

標準の区分のみ（一律）  －   ―   

ロ  人事評価を実施していない    

 活用予定時期    
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４ 職員の手当の状況  

 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

小諸市  長野県  国  

1人当たり平均支給額  

（５年度）  

         1,469千円  

1人当たり平均支給額  

(５年度 ) 

1,714千円  

－  

 

（５年度支給割合）  

期末手当       勤勉手当  

2.45月分       2 . 0 5月分  

 ( 1.375)月分   (0.975)月分  

（５年度支給割合）   

期末手当       勤勉手当  

  2.45月分       2.05月分  

 ( 1.375)月分   (0.975)月分  

（５年度支給割合）   

期末手当       勤勉手当  

  2.45月分        2.05月分  

 ( 1.375)月分   (0.975)月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算 5～ 1 5％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算 5～ 2 0％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算 5～ 2 0％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

 ○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）  

令和５年度中における運用  

小諸市  国  

管理  

職員  

一般  

職員  

特定  

管理  

職員  

一般  

職員  

イ  人事評価を実施した  ◯  ◯  ○  ○  

 

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用    ◯    ◯  ○  ○  

標準に加え、上位の成績率も適用          

標準に加え、下位の成績率も適用          

標準の成績率のみ適用          

ロ  人事評価を実施していない      

 

 (2) 退職手当（令和６年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

小諸市  国    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）   自己都合     応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分   33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分   47.709   月分  

 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（ 2％～ 20％）  

 

1人当たり平均支給額  9,362千円  

（支給率）    自己都合     応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分   33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709   月分   

最高限度額    47.709 月分   47.709   月分  

 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（ 2％～ 45％）  

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。    
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(3) 地域手当（令和○年４月１日現在）   

支  給  実  績（○年度決算）          千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）                  円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率）  

           ％             人             ％  

           ％             人             ％  

           ％             人             ％  

           ％             人             ％  

           ％             人             ％  

 

 (4) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算）  1 1 9千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）  1 9 , 6 6 7円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度）  1 . 8 6％  

手当の種類（手当数）  5種  

手当の名称  
主な支給対

象職員  
主な支給対象業務  

支給実績 

(５年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

感染症等防疫手当  0人  
感染症患者の保護、 

物件の処理作業  
0千円   500円 /回  

行旅死病人取扱手当  0人  
行旅死亡人処理  

作業（病人）  
0千円  

 5,000 円 /回  

（ 2,000 円 /回）  

家畜防疫作業手当  0人  
補定作業、家畜伝染  

病消毒作業  
0千円   500 円 /回  

死亡獣蓄処理作業  

手当  
2人  死亡獣蓄処理作業  108千円   1,000 円 /回  

狂犬病予防業務手当  4人  
狂犬病予防接種、  

犬の捕獲  
10千円   500 円 /回  

 

 (5) 時間外勤務手当  

支給実績（令和５年度決算）                  7 5 , 9 6 0千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                  2 7 3千円  

支給実績（令和４年度決算）                   5 4 , 8 2 0千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）                       1 9 6千円  

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度決算）」

と同年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等の支給とはならない職員を除く。）で

ある。  
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 (6) その他の手当  

 

手当名  

 

内容及び支給単価  

国 の 制

度 と の

異 同  
国 の 制 度 と  

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

（ ５ 年 度  

決 算 ）  

支給職員

１人当た

り  

平均支給

年額  

（５年度決

算）  

扶養  

手当  

扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 6,500円 

・子   10,000円 

・その他 6,500円 

同じ ― 32,745 

千円  

264,074 

円  

住居  

手当  

 

住宅を借り受け月額12,000円を

超える家賃を支払っている職員

に支給 

・月額23,000円以下⇒家賃額‐1

2,000円 

・月額23,000円以上⇒（家賃額‐

23,000円）/2+11,000円 

 ※上限27,000円 

異なる 月額16,000円を超える家賃

を支払っている職員に対し

て支給。借家等 

［家賃27,000円以下］ 

支給額＝家賃相当額－16,0

00円 

 

［家賃27,000円超］ 

支給額＝11,000円+（家賃相

当額－27,000円）×1/2 

（最高支給限度額28,000円

） 

17,610 

千円  

279,517 

円  

通勤  

手当  

通勤のため電車・バスなどの交通

機関又は自動車などの交通用具

を使用する職員に支給 

・交通機関等 

定期券等の価格により55,000円/

月まで全額支給 

・自動車等 

2-5km 3,100円 

5-7km 4,200円 

7-10km 5,900円 

10-15km 8,800円 

15-20km 11,600円 

20-25km 14,500円 

25-30km 17,400円 

30-35km 20,300円 

35-40km 23,100円 

40km以上 26,000円 

異なる ・自動車等2,000円から31,

600円 

 

特急列車、高速道路の加算

限度額20,000円 

13,465 

千円  

60,383 

円  

寒冷地  

手当  

冬期間における寒冷等による暖

房費等を補填するため、11月から

翌年3月までの期間、世帯等の区

分に応じ支給 

・世帯主で扶養有 

17,800円/月 

・世帯主で扶養無 

10,200円/月 

・その他 

7,360円/月 

 

同じ ― 18,181 

千円  

56,463 

円  
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管理職

手当  

・１種 64,400円 

（部長、議会事務局長、教育次長

） 

・２種 59,800円 

（参事） 

・３種 53,200円 

（課長、議会事務局次長、会計管

理者、監査委員事務局長） 

・４種 42,500円 

（主幹） 

異なる 1種～5種 

46,300円～139,300円 

21,370 

千円  

667,800 

円  

※  １人当たり支給額は令和５年４月支給職員数を基に算出  

 

５  特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）  

 

区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

市    長  

副  市  長  

893,000円  

727,000円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

985,000円  ／  391,500円  

790,000円  ／  420,000円  

報 

酬 

議   長  

副  議  長  

議   員  

427,000円  

354,000円  

333,000円  

545,000円  ／  230,000円  

475,000円  ／  200,000円  

442,000円  ／  180,000円  

期
末
手
当 

市    長  

副  市  長  

（５年度支給割合）  

3.25 月分  

議   長  

副  議  長  

議   員  

（５年度支給割合）  

3.25月分  

退
職
手
当 

市   長  

副  市  長  

（算定方式）       （１期の手当額）         （支給時期）  

給与月額×勤続月数×50/100   21,432千円       任期毎 

給与月額×勤続月数×35/100   12,214千円       任期毎 

備   考   

（注）１  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期  

   （４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  
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６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                    
（各年４月１日現在）  

          区  分  
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            
 令和 5年  令和 6年  

  
 普  
  
 通  
  
 会  
  
計  

  
部  

  
門  

  
 

 一  
 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

議 会  
総 務  
税 務  
労 働  
農 林  
商 工  
土 木  
民 生  
衛 生  

5  
6 5  
2 1  
2  
1 7  
1 1  
3 3  
6 0  
2 6  

5  
6 6  
2 1  
2  
1 7  
1 1  
3 4  
7 6  
2 6  

0  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
1 6  
0  

 
業務の見直しによる増 
 
 
 
 
業務の見直しによる増 
機構改革による増 
 

計  
 
 

2 4 0  
 
 

2 5 8  
 
 

1 8  
 
 

＜参考＞                         
人口１万人当たり職員数 62.46人  
（類似団体の人口１万人当たりの職員数 83.26人）  

教育部門  
 

5 2  
 

4 5  
 

△ 7  
 

機構改革による減 
 

消防部門  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小    計  
 
 

2 9 2  
 
 

3 0 3  
 
 

1 1  
 
 

＜参考＞                         
人口１万人当たり職員数  73.35人 
（類似団体の人口１万人当たりの職員数 106.85人）  

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

水 道  
下 水  

そ の 他  
 

5  
9  
1 7  

5  
8  
1 6  

0  
△ 1  
△ 1  

 

業務の見直しによる減 
業務の見直しによる減 
 

小    計  3 1  2 9  △ 2   

合   計  
 
 

3 2 3  
 

[  3 8 2  ]  

3 3 2  
 

[  3 8 2  ]  

9   
＜参考＞                        
人口１万人当たり職員数 80.37人  

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  

 

( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）  

 

区分  20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

職員

数  

3 

人  

14 

人  

21 

人  

24 

人  

32 

人  

34 

人  

46 

人  

40 

人  

33 

人  

35 

人  

27 

人  

23 

人  

3 3 2

人  

 



- 13 - 

部門別  

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

 

 

７  公営企業職員の状況  

 

 (1) 公営企業会計  

①  職員給与費の状況  

ア  決算  

区  分  

 

 

総費用  

 

      Ａ 

純損益又は  

実質収支  

 

職員給与費  

  

     Ｂ 

総費用に占める  

職員給与費比率  

     Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

４年度の総費

用に占める職

員給与費比率  

５年度  

水 道 事 業  

 

下 水 道 事 業  

       千円  

1 , 4 2 2 , 2 6 1  

 

3 , 2 8 9 , 1 1 7  

       千円  

5 5 , 0 4 1  

 

1 5 4 , 1 8 4  

       千円  

2 9 , 6 1 7  

 

4 5 , 1 6 4  

             ％ 

2 . 0 8  

 

 1 . 3 7  

          ％ 

2 . 1 1  

 

 2 . 3 3  

 

 

区  分  

 

職員数  

    

Ａ  

給      与      費  一 人 当

た り 給

与費   

B / A  

 

 

 

 

市 町 村 平 均  

一 人 当 た り

給 与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

５年度  

水 道 事 業  

 

下 水 道 事 業  

   人  

 5  

 

8  

    千円  

1 9 , 3 4 8  

 

2 8 , 2 4 8  

    千円  

2 , 3 7 4  

 

5 , 5 8 0  

    千円  

7 , 8 9 5  

 

1 1 , 3 3 6  

    千円  

2 9 , 6 1 7  

 

4 5 , 1 6 4  

      

千円  

5 , 9 2 3  

 

5 , 6 4 6  

       千円  

6 , 0 1 8  

 

5 , 9 3 6  

（注）１  職員手当には退職給与金を含まない。  

２  職員数は、令和 6 年 3 月 31 日現在の人数である。  

 

 
 

 31 年  2 年  3 年  4 年  5 年  6 年  
過去５年間  

の増減数（率）  

一般行政  238 244 243 241 240 258 20(8.4％ ) 

教育  46 45 50 51 52 45 △ -1(△ 2.1％ ) 

消防        ( ％ ) 

普通会計計  284 289 293 292 292 303 19(6.6％ ) 

公営企業等

会計計  
39 30 30 30 31 29 △ 10(△ 25.6％ ) 

総合計  323 319 323 322 323 332 9(2.7％ ) 

年度  
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イ   特記事項  

     令 和 元 年 1 0 月 1 日 よ り 水 道 事 業 を 第 三 セ ク タ ー 化  

 

 

 

②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在）  

    （注）  平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 

    ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

小諸市  団体平均  

1人当たり平均支給額（５年度）  

         水道事業  1,579千円  

         下水道事業 1,416千円  

１人当たり平均支給額（５年度）      

         水道事業   1,606千円  

         下水道事業  1,399千円  

（５年度支給割合）  

期末手当       勤勉手当  

2.45月分       2 . 0 5月分  

 ( 1.375)月分   (0.975)月分  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算 5～ 1 5％  

 

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

イ  退職手当（令和６年４月１日現在）  

小諸市  団体平均  

（支給率）    自己都合     応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分   33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分   47.709   月分  

 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（ 2％～ 20％）  

 

1人当たり平均支給額  

水道事業    4,857千円  

下水道事業     389千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1人当たり平均支給額  

水道事業      13,145千円  

下水道事業       9,884千円  

       （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均

額である。  

 

 

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額   

水道事業  

小諸市 
歳  

4 1 . 5  
328,460円  516,313円  

団 体 平 均 
歳  

4 5 . 7  
335,310円  500,619円  

下水道事業  

小諸市 
歳  

4 3 . 2  
315,571円  485,255円  

団 体 平 均 
歳  

4 3 . 8  
360,719円  542,953円  
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ウ  地域手当（○年４月１日現在）  

支  給  実  績（○年度決算）  千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）  円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  
一般行政職の制度  

（支給率）  

 ％  人  ％  

 

エ  特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算）  0千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）  0円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度）  0％  

手当の種類（手当数）  １ 種 類  

手当の名称  主な支給対象

職員  

主な支給対象業務  支給実績  

(元年度決算） 

左記職員に対す

る支給単価  

公営企業待機手当  4人  水 道 の 夜 間 当 番  0千円  1,200円 /回  

 

オ  時間外勤務手当  

支給実績（令和５年度決算） 水道事業   504千円  

下水道事業  3,209千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 水道事業   126千円  

下水道事業  401千円  

支給実績（令和５年度決算） 水道事業   590千円  

下水道事業  2,758千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 水道事業   118千円  

下水道事業  345千円  

（注）  １  時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。  

２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日

現在の総職員数（管理職員を除く。）である。  

 

カ  その他の手当（令和６年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手当名  内容及び支給単価  

一般行政職

の制度との

異動 

一 般 行

政 職 の

制 度 と

異 な る

内容 

支給実績
 

（５年度決算）
 

支給職員 1人当た

 り平均支給年額 

（５年度決

算）  

扶養  

手当  

扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 6,500円 

・子   10,000円 

・その他 6,500円 

同じ ― 水道事業  

318千円  

 

下水道事業  

540千円  

水道事業  

159,000円  

 

下水道事業  

135,000円  

住 居  

手 当  

住宅を借り受け月額12,000円を超える

家賃を支払っている職員に支給 

・月額23,000円以下⇒家賃額‐12,000

円 

・月額23,000円以上⇒（家賃額‐23,00

0円）/2+11,000円 

 ※上限27,000円 

同じ ― 水道事業  

324千円  

 

下水道事業  

486千円  

水道事業  

324,000円  

 

下水道事業  

162,000円  
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通勤  

手当  

通勤のため電車・バスなどの交通機関又

は自動車などの交通用具を使用する職

員に支給 

・交通機関等 

定期券等の価格により55,000円/月まで

全額支給 

・自動車等 

2-5km 3,100円 

5-7km 4,200円 

7-10km 5,900円 

10-15km 8,800円 

15-20km 11,600円 

20-25km 14,500円 

25-30km 17,400円 

30-35km 20,300円 

35-40km 23,100円 

40km以上 26,000円 

同じ ― 水道事業  

301千円  

 

下水道事業  

256千円  

水道事業  

60,240円 

 

下水道事業  

51,140円 

寒冷地  

手当  

冬期間における寒冷等による暖房費等

を補填するため、11月から翌年3月まで

の期間、世帯等の区分に応じ支給 

・世帯主で扶養有 

17,800円/月 

・世帯主で扶養無 

10,200円/月 

・その他 

7,360円/月 

同じ ― 水道事業 

288千円 

 

下水道事業 

450千円 

水道事業 

57,680円 

 

下水道事業 

56,201円 

管理職  

手当  

・１種 64,400円 

（部長） 

・２種 59,800円 

（参事） 

・３種 53,200円 

（課長） 

・４種 42,500円 

（主幹） 

同じ ― 水道事業 

638千円 

 

下水道事業 

638千円 

水道事業 

638,400円 

 

下水道事業 

638,400円 

※  １人当たり支給額は令和６年３月支給職員数を基に算出  

 

 

 (2) △△事業  

  

 


